
許可車両数の増に伴う、車庫の変更に必要な添付資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※駐車をする場所が、許可を受けていない施設の土地、施設を一部でも使用する場合は、

該当します。 

 

 

 

 

 

事業の用に供する施設（事務所又は営業所（支店）及び車庫）の土地及び施設の 

登記事項証明書（不動産登記）又は契約書の写しが 必要かどうか 

登記事項証明書の 

添付書類が必要 

登記事項証明書等の 

添付書類不要 

賃貸借契約書の写し又は当該土地の使

用する権限を証する添付書類が必要 

駐車をする場所は、許可を受けている施設の土地又は施設か？ 

（既に駐車をする場所として申請をしている施設の土地又は施設か？） 

所有している施設の土地又は施設か？ 

はい 

はい いいえ 

いいえ※ 


